
い「東京音楽大学」の代官山キャンパス、建築から100年を迎える旧朝倉家住宅、さらに第一期竣工から
昨年50周年を迎えた代官山ヒルサイドテラス。目切坂から代官山への道のりは、中目黒と代官山の、江

戸、大正、昭和、平成、令和を感じことができる歴史
の道のりとも言えます。

ちなみに代官山ヒルサイドテラスの一角には、6～7
世紀に造られたと言われる猿楽塚（古墳）までありま
す。浪漫が広がりますねー。

また旧朝倉家住宅や代官山ヒルサイドテラスは、行
政から地域資源（観光資源）として指定されている
「代官山・旧山手通りのまちなみ」のシンボル的建物
でもあります。中小企業がこの街並みを活用した事業
計画を策定し、国の認可を受けることで、様々なビジ
ネス支援措置が受けられるのです。

このように多くの魅力や可能性を持つこのエリア、
桜が咲く季節に改めて訪れたいと思います。

（足立繭子）
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～２０２０年３月３１日発行 東京都行政書士会目黒支部 広報第３８号～

「目切坂」をご存知でしょうか。東急東横線・中目黒駅から北西方
向に歩いて5分程。西郷山通り沿いにその坂があります。その昔は薄
暗い林の中を通っていたため、「くらやみ坂」と呼ばれた時代もあっ
たそうですが、昨年の春に「東京音楽大学 中目黒」の代官山キャン
パスの建設に合わせて整備され、歩車分離と歩道の拡張によって快適
になり、公開空地を活かした緑地やせせらぎに癒される素敵な坂道に
生まれかわりました。令和の時代らしいモダンなデザインのキャンパ
スには一般の人でも利用できるレストランやカフェもあり、散歩の途
中でゆったりとした時間を楽しむこともできます。

坂を更に登ると、頂上付近には「富士信仰と元富士」と書かれた立
て看板が見えます。江戸後期、各地で手軽に富士登山ができるよう
“ミニ富士”が造られたそうですが、ここにもかつて「元富士」があ
りました。高さ12mの山頂からは本物の富士山も望むことができ、
大勢の人で賑わったとのこと。想像すると少しワクワクしてしまいま
すね。

そして道を隔てた反対側には、国の重要文化財にも指定されている
大正8年築の「旧朝倉家住宅」が威風堂々と佇み、さらに近代商業施
設の先駆け「代官山ヒルサイドテラス」が続きます。誕生して間もな

◆ 発行人 百瀬 まなみ

◆ 発行所 東京都行政書士会目黒支部
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２０１９年１２月４日（水）、上目黒住区センターにて大田支部の佐藤祐一先生をお招きし、「改正相続
法と行政書士業務」に関する研修会を開催致しました。

佐藤先生は同年３月に大田支部にて同様の内容でご講義をなさったとのことでしたが、その際よりも詳細
なレジュメをご用意下さり、まずは改正の経緯からご説明頂きま
した。

また、今回の改正ではすでに施行されている「持ち戻し免除の意
思表示の推定規定」や、これから施行予定の「配偶者居住権の創
設」等がありますが、その一つひとつに事例を挙げて頂きながらの
ご説明は、とても丁寧で理解しやすいものでした。中でも「配偶者
居住権の創設」では、まだ詳細が決められていない点においてを、
その考え方について参考資料を基にご教授下さいました。

先生の穏やかな語り口に研修会が和やかに進んでいく一方、質疑
応答では多くの先生方から質問の手が上がり、時には議論になる等、
とてもメリハリのある研修会となりました。（茂田陽子）

皆様、こんにちは。支部長の百瀬まなみです。
今夏のオリンピック・パラリンピック開催に向けて明るい希望に燃えていたはずの首都が、思いがけぬ

新型コロナウイルスの襲来に脅かされています。さまざまな集会、イベントが中止や延期となりました。
我が国の経済にも大きな打撃を与えています。

当支部では2月21日に世田谷支部との合同暴排研修を予定しておりました。東京都行政書士会の研修
会等が次々中止され始め、判断に迷うところではありましたが、合同研修であるため3
年に一度しか予定されておらず、今回中止するとノウハウが引き継がれなくなってしま
うことも考え、開催を決めました。結果として、おおむね予定通りに参加してくださり、
懇親会まで無事に行うことができ、安堵いたしました。

予防には、手洗いにうがいといった基本的なことが一番大切だそうです。無理なく習
慣化しておけば、いざというときにあわてずにすむと思います。

皆様、くれぐれもご自愛ください。この会報がお手元に届く頃には平穏な日常を取り
戻していることを、心から祈っております。

目 部 活黒 動 告報支

百 部瀬 長支 よ り
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令和1年11月７日（木）、目黒区総合庁舎内レストランにて目黒士業交流会を行いました。
今年度は、社労士会・公認会計士会・宅建協会・土地家屋調査士会・司法書士会・税理士会・弁護士

会・行政書士会から39名が参加しました。
この交流会は、社労士会と行政書士会のみで行ったのが始まりで、翌年からは他の士業も加わり、今

では毎年1回11月の恒例行事となっており、初めての業務の依頼はこの交流会で知り合った他士業の先
生の紹介だったという方や、今扱っている業務が他士業と連携が
必要で、実際に連絡を取り合っているという方もいて、依頼人に
自信をもって紹介できる、連携も取りやすい、顔見知りの士業の
つながりができる、などというメリットがあります。

今後はこれをさらに発展させ、例えば合同の相談会を行うこと
で区民の悩みにワンストップでお答えでき、各士業の役割分担や
問題解決のスケジュール等までお示しできるような、本当に区民
の役に立ち、かつ、我々にとっても直接業務につながるような集
団となれる可能性を感じます。

今後の発展も考え、ぜひ多くの会員に参加していただきたい行
事の一つです。（半田正美）

～目黒士業交流会～

～支部研修『改正相続法と行政書士業務』～
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～目黒支部新年会～

令和２年１月２１日（火）、八芳園にて、東京都行政書士会目黒支部並びに東京行政書士政治連盟目
黒支部の新年会が開催されました。ご来賓の方々３３名がお見えになり、総勢６２名、元号が令和とな
り初めての新年会は、支部史上最多数の盛大な会となりました。

及川会員の司会で爽やかに始まり、百瀬支部長と吉永政治連盟支部長の主催者挨拶、ご来賓の方々の
ご祝辞と続き、寺澤会員の乾杯のご発声とともに、音楽が鳴り響き、会場も明るくなり、華やかな開宴
となりました。

各々お食事お飲み物を味わい、語らい、ご祝辞もまだまだ続き…、とそこに、女性アコーディオンユ
ニット「巡（めぐり）」のお二人が、なんと演奏をしながら登場！髪には大きな花と羽飾り、着物の帯
をアレンジした衣装で、１３㎏あるアコーディオンを演奏、身体をしなやかに揺らしながら、ステージ
だけでなく会場内を巡り、会はより一層盛り上がったのでした。

その余韻に浸りながら、福引は、野田会員の司会、小林奈央会員の厳正な抽選により行われました。
当選した方の恐縮しながらも大変嬉しそうなお顔が印象的でした。最後に、新転入会員８名が紹介され、
吉本副支部長のご挨拶によりお開きとなりました。

運営に関わった先生方、素晴らしい新年会をありがとうございました。小林富佐子・奈央両会員の着
物姿は艶やかで、見とれました。私も来年は・・・無理だわ。（田島久江）

～目黒・世田谷合同暴排研修会～

２月２１日（金）下目黒住区会議室で開催された研修会に参加しました。
来賓としてお出で頂いた目黒・世田谷の各警察署ご担当者様のご挨拶では、管轄地域の暴力団の現状

をご紹介頂きました。講演の第１部は暴力団組織の実態と社会情勢の変化をドラマ化したＤＶＤ上映、
第２部は（公財）暴力団追放運動推進センター代表理事の櫻榮
茂樹様より「暴力団の現状と不当要求への対応と特殊詐欺」の
題目で、暴力団の歴史的変異からその特質、対策の流れや対応
の注意点などを詳細にお話頂きました。

暴排で重要なことは、一人ひとりが知識と意識をもって対応
していくことと考えます。講演の中でお話頂いた契約書への暴
排条項の記載や表明・確約書の記入依頼は、リスクへの備えに
大変効果的です。また、各警察署のご担当者様からは「区民の
皆さんからの情報が必要」とのお話を頂きました。業務に限ら
ず日常の中で聞いたり感じたりしたことがあれば、すぐにご相
談頂きたいと思います。（廣瀬高志）



行政書士業務を学ぶ！
～超初心者向け 入管業務の超基礎知識～
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年々需要が高まってきている入管業務。しかし、目黒支部では入管業務を取り扱っている会員が少ないの

が現状です。そこで、今回は入管業務の基礎知識について倉富淳子会員に教えていただきます。

外国人が日本で暮らすための「在留資格」を扱う入管業務（外国人業務）は行政書士のメイン業務のひと
つ。これから入管業務を始めたい方に基礎知識を簡単に解説します。なお入国管理局は「出入国在留管理
局」に名称がかわりました。

～主にどんな申請がある？～

下記のような申請があります。申請の概要や必要書類は出入国在留管理局HPを参照して下さい。
申請書もダウンロード可能です。

・在留資格認定証明書交付申請 → 在留資格のない外国人が日本に入国を希望する場合

・在留期間更新許可申請 → 在留資格の継続を希望する場合

・在留資格変更許可申請 → 在留資格の変更を希望する場合
例）「留学」 → 就職して「技術・人文知識・国際業務」

・永住許可申請 → 永住者に変更を希望する場合、出生等により永住者の在留資格取得
を希望する場合
※永住許可申請は審査期間が長いので、現在の在留資格の在留期限

が迫っている場合は並行して更新申請も行います

・在留資格取得許可申請 → 日本国籍の離脱や出生その他の理由で上陸手続きを経ないで在留す
る外国人が60日を超えて日本に滞在する場合（取得事由の発生から
30日以内に申請）

・資格外活動許可申請 → 許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営す
る活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合
個別に指定する許可と包括許可があります
例）留学生のアルバイト…原則週28時間（長期休暇中は1日8時

間）まで

・就労資格証明書交付申請 → 就労できる在留資格の人が転職する際、転職先の会社での活動内容
が在留資格の活動に該当するか確認する場合など（任意）

・再入国許可申請 → 日本に在留する外国人が日本を出国して再入国する場合。現在は一
部の在留資格を除き、原則、出国から1年以内（特別永住者は2年以
内）に再入国する場合、より簡単な「みなし再入国許可」が可能

～主な在留資格は？～

大きく分けると就労系資格と、身分系（居住）資格、その他があります。

【就労系資格】 基本的に在留資格で定められた活動内容の範囲で就労可能。

・経営・管理 → 起業する経営者や、管理職の資格。申請前に事業所の確保、会社設
立、事業計画書作成などが必要なので申請難易度は高め

・技術・人文知識・国際業務 → いわゆる会社に就職する資格。単純作業は不可。学歴要件や、学ん
だ科目と職務内容の関連性が必要
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・高度専門職 → 活動内容は研究、経営管理や会社勤務など。学歴、職歴、年収など
の項目ごとにポイント計算し、基準以上で申請可能。永住審査要件
の緩和など、さまざまな優遇措置が設けられています

・企業内転勤 → 外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤する資格

・興行 → 歌手やダンサー、プロスポーツ選手など

・技能 → 料理人、スポーツ指導者など。実務経験期間の証明が必要

ほかに外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、介護、技能実習、特
定技能など

【身分系資格】就労制限なし。単純労働も可能。

・日本人の配偶者等 → 日本人の配偶者や子、特別養子

・永住者 → 日本での活動や在留期間に制限がない資格

・永住者の配偶者等 → 永住者の配偶者や、永住者の子として日本で出生し引き続き在留
する者

・定住者 → 法務大臣が特別な理由を考慮し、一定期間居住を認める者

【その他】原則就労不可。

・留学 → 日本語学校、専門学校、大学の留学生など。資格外活動の包括的な
許可が可能

・家族滞在 → 家族を日本に呼びよせる資格。在留資格を持つ外国人（一部の在留
資格を除く）の扶養を受ける配偶者と子が該当。親や兄弟は該当し
ません。資格外活動の包括的な許可が可能

ほかに短期滞在、文化活動、研修、特定活動など

～CHECK！ 帰化について～

帰化許可申請は日本に在留する外国人が日本国籍を取得するための申請です。申請先は出入国在留管理局
ではなく、申請人の住所地の管轄法務局です。

～申請の流れ《在留資格認定証明書の場合》～

１）面談、ヒアリング
認定証明書の場合、基本的に申請人は海外にいますが、日本人配偶者や、外国人を採用したい日本企業
やお店などから依頼されることもあります。

↓
２）資料収集、書類作成

外国語で作成された資料には、原則として日本語訳文を添付します。
日本国内で公的機関から取得する資料は発行から3か月以内のものを添付。

↓
３）申請書類のチェックと署名を依頼

海外にいる申請人に申請書を送り、署名した原本を返送してもらいます。
↓

４）管轄の出入国在留管理局へ申請
受理後、「申請受付票」が交付されます。進捗状況の問い合わせには受付票に記載された「申請番号」
が必要です。

↓
５）在留資格認定証明書交付

↓
６）在留資格認定証明書を申請人へ送付

↓
７）申請人が在外公館へ査証申請

↓



ようこそ目黒支部へ
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目黒支部新加入の佐藤雄一と申します。
都立大学の駅前に登録事務所がございます。
平成２５年登録で、「相続・事業承継」「法人設立時サポート」をメイン業務として、

細々と続けさせていただいております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします！

佐藤 雄一 会員

2019年8月に新規登録し、中目黒で開業した三浦と申します。よろしくお願い致しま
す。

神奈川県川崎市で生まれ、10年ほど前に目黒区に引っ越してきました。
幅広い人脈を築きたいと考えて、行政書士に登録しました。相続業務や開業業務に力

を入れていきたいと思っております。
趣味は、テニスとマラソンです。マラソンは歩く人より遅いと言われていますが、毎

年目黒マラソンにエントリーしております。本年も参加予定なので、見かけたら応援し
て下さい。

三浦 泰史 会員

2019年9月に登録しました後藤勇輝と申します。
目黒２丁目、目黒通り沿いにて開業させて頂きました。
なお、2006年より税理士法人を開設しており、専門はオーナー企業支援、事業承継、

組織再編、不動産税務等です。
ご相談はいつでもウエルカムです。何かございましたらお問い合わせください。
また、目黒の創業・地域プラットフォームを立上げに参画し、金融機関、インキュベー

ター等と連携し創業サポートを行っております。
どうぞよろしくお願い致します。

後藤 勇輝 会員

行政書士ミチ法務事務所の林と申します。前職はスポーツ関係の仕事に従事して
いましたが、元々法律関係の仕事に興味があり試験の合格をきっかけに、行政書士
として登録する事になりました。

まだまだ若輩者であり、今後も試行錯誤しながらの前進となりますが、なにとぞ
ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

林 道治 会員

８）査証発給
↓

９）日本へ入国

※申請後、疑問点などがあると「資料提出通知書」が届くことがあります。その場合は、期限内に指示さ
れた追加資料を提出します。

※不許可の場合、理由は簡単にしか記載されていないので、出入国在留管理局で不許可理由を聞きます。
理由が解決できれば再申請可能です。

※在留資格の変更や更新許可申請の場合は、許可されたら、申請人が署名した手数料納付書と手数料（印
紙。東京は1階コンビニで購入可）を出入国在留管理局に持参して、新しい在留カードを受領し、申請人
に渡して終了です。

（倉富淳子）
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目黒支部の皆様、はじめまして。この度、新しく加入しました金珍怡（キム・
ジニ）と申します。

私は韓国・釜山で生まれ育った韓国人です。2003年、大分県庁の国際交流事業
に携わるため、来日しました。2006年から東京の在日本・韓国大使館領事部で働
きました。同じ外国人として、日本で活躍したいと考える外国人のため、会社設
立、在留資格取得、企業の外国人雇用等の役に立ちたいという思いから、行政書
士の世界に飛び込みました。どうぞよろしくお願いします。

金 珍怡 会員

主に企業法務のキャリアを積んでまいりまして、現在も勤務先ベンチャー企業
の法務責任者をしております。契約法務、コーポレート法務、コンプライアンス、
知財、M&A、リスクマネジメント、訴訟指揮等のほか、ＩＰＯ事務局、 内部監査
を経験してまいりました。

当面は現勤務先に所属しておりますが、いずれは他のベンチャー企業の法務業
務支援で広くお役に立てればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

小松 一貴 会員

世田谷支部より転入して参りました。
行政書士登録は2017年10月ですが、都内の建築内装デザイン関連の会社に勤

務している関係で個人においての業務経験はほとんどありません。もっとも社内
では、自社を含むグループ会社の建設業関連の各種許認可や全国の各自治体への
入札、契約文書に絡む初歩的な確認などの業務を担当しております。

こうした経験を書士業務にも活用しながら、今後個人業務にうまく展開してい
ければと考えております。

また、2018年に知的財産管理技能検定（2級ですが…）に合格したのを皮切り
に、目下弁理士試験の勉学に励んでいる次第です。

今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

越智 秀也 会員



◆ 2020年４月２３日(木)下目黒住区センターにて支部総会を行います。
時間は１８時１５分からとなっております。
多くの皆様のご参加、お待ちしております。

- 8 -

目黒支部の動き

集

後

編

記

政治連盟目黒支部の活動

行政書士無料相談

目黒支部からのお知らせ（今後の予定など）

支部開催イベント等のご案内

ぜひご参加下さい！

その他

◆ 目黒支部では、ご協力頂ける会員の方を募集しております。支部の活動にご参加下さい。
◆ 上記の他にも福利厚生行事、有志による勉強会の開催、東京会のイベントにも積極的に参加を予定しております。

※ 相談日は毎月第１月曜日の13時～16時、場所は目黒区総合庁舎で行われています。

★今年は暖冬による雪不足＆新型コロナウイルスの影響でスノースポーツが大打撃。来シーズンは何の心配もなく
思いっきりスノースポーツを楽しみたいです。（小林奈）

★息子がついに成人式を迎えました。あっという間でしたが、スーツ姿の息子を見たときには達成感を感じました。
これからもいい親子関係を続けていきたいと思います。（半田）

★暴排研修会で上映されたドラマ「訣別のとき」が良作。企業側の不当要求防止責任者と暴力団とのやり取りのシーンなどはス
リリングで見入ってしまいました。機会があればぜひ！ （廣瀬）

★初冬に母が骨折してから毎日がすったもんだで、この冬の記憶があまりありません。ふと気が付けば、もう梅の季節。たとえ
忙しくても、心に余裕を持っていたいものです。（茂田）

★新型コロナウイルス感染防止の対策が広まっています。せめて桜が満開になるころには状況が落ち着いて、楽しくお花見がで
きるとよいのですが…。そのためには各自で予防をしっかり行うのが一番ですね。（足立）

★大分県臼杵市の有機農業の取組を追ったドキュメンタリー映画「100年ごはん」（大林千茱萸（ちぐみ）監督作）
を別府で観てきました。食について考えさせられる作品でした。 （福本）


